
令和８年５月 時津町農業委員会総会 

 

１．日 時 令和８年５月２５日（月曜日）１０時～１０時３０分 

２．場 所 時津町役場第二庁舎２階会議室  

３．参加者         

   ○農業委員（１１名） 

        １番 朝長 克二     ２番 吉川 博美     ３番 坂本 敬治 

    ４番 小嶌 栄一     ５番 髙橋 達男     ６番 溝上 勝也 

    ７番 池田 稔      ８番 濵田 信      ９番 渡辺 洋一 

   １０番 水口 直喜    １１番 辻 文美 

   ○農地利用最適化推進委員（２名） 

     １番 岳田 稔人     ２番 溝上 直美     ３番 植田 秀之（欠席） 

   〇事務局（２名） 成富 義徳  一瀬 良平 

４．議 事             

日程第１ 議事録署名人の指名について  １１番 辻 文美  １番 朝長 克二 

日程第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請（受付番号１－６号） 

日程第３ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請（受付番号１－７号） 

日程第４ 議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請（受付番号１－８号） 

日程第５ 議案第４号 令和７年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況 

その他事務の実施状況 

日程第６ 報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出(受付番号１－３号) 

 報告第２号 非農地通知証明願(受付番号１－４号) 
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○議 長 

 

皆さん、おはようございます。本日の出席委員は農業委員１１名、推進委員２名で

あります。会議規則第７条の規定の定数に達しておりますので、これより令和８年５

月農業委員会総会を開催いたします。日程第１、議事録署名人の指名を行います。議

事録署名人は会議規則第１４条の規定に基づき、１１番辻委員、１番朝長委員を指名

いたします。日程第２、議案第１号について事務局は説明をお願いします。 

議案第１号について説明いたします。１ページをご覧ください。農地法第３条の規

定による許可申請です。譲受人は久留里郷〇〇、〇〇さん、譲渡人は久留里郷〇〇、

〇〇さんと西海市西彼町小迎郷○○、○○さん、農地は久留里郷○○ほか１筆、地目

は畑、地積合計は３１８㎡、市街化調整区域内の第２種農地です。売買による所有権

の移転で設定期間は永久です。申請理由は、譲渡人は高齢かつ後継者がいないため

と、譲受人から相談があったため、譲受人は規模拡大のためです。農作業従事者は３

名で従事日数は合計で５００日、借入後の経営面積は９３８㎡です。２ページ以降は

許可申請書と添付書類です。５ページをご覧ください。譲受人の作付予定作物は上段

１－２（１）のとおりです。今回取得する農地３１８㎡には野菜を作付予定としてお

ります。農作業従事者数は（３）をご覧ください。経営主である本人と世帯員２名の

３名です。詳細は６ページ中段の４をご覧ください。本人と妻と子の３人であわせて

年間５００日農業に従事します。７ページをご覧ください。上段「６周辺地域との関

係」は周辺の農地への影響はありません。下段「７地域との役割分担の状況」は周辺

農家と協力して共同利用施設の取り決めや獣害被害対策を行うこととしています。８

ページをご覧ください。「農地法その他の農業に関する法令の遵守状況」ですが、関

係法令の違反はありません。９、１０ページは位置図です。農地は○○の南西側付近

です。１１ページは現況写真です。議案第１号の説明は以上です。 

議案第１号についてご質問、ご意見はありませんか。ないようでしたら議案第１号

に賛成の方の挙手を求めます。賛成多数と認めます。よって議案第１号は許可するこ
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とといたします。日程第３、議案第２号について事務局は説明をお願いします。 

議案第２号について説明いたします。１５ページをご覧ください。農地法第３条の

規定による許可申請です。賃借人は西時津郷○○、○○さん、賃貸人は西時津郷○

○、○○さん、農地は西時津郷○○、地目は畑、地積は７７０㎡、市街化調整区域内

の第２種農地です。賃貸借権の設定で設定期間は５年、申請理由は、賃借人は規模拡

大、賃貸人は規模縮小です。農作業常時従事者は２名、借入後の経営面積は７７０㎡

です。１６ページ以降は許可申請書です。１８ページをご覧ください。賃借人の作付

予定作物は上段１－２（１）のとおりです。今回取得する農地７７０㎡にはとうもろ

こしを作付予定としております。農作業従事者数は（３）をご覧ください。経営主で

ある本人と世帯員１名の２名です。詳細は１９ページ中段の４をご覧ください。本人

と妻の２人であわせて年間２００日農業に従事します。２０ページをご覧ください。

上段「６周辺地域との関係」は周辺農地と同様の栽培方法を行うため周辺農地への影

響はありません。下段「７地域との役割分担の状況」は周辺農家と協力して共同利用

施設の取り決めを遵守、維持管理、獣害被害対策を行うこととしています。２１ペー

ジをご覧ください。「農地法その他の農業に関する法令の遵守状況」ですが、関係法

令の違反はありません。２２、２３ページは位置図と現況写真です。農地は○○の西

側付近です。２４ページは契約書の写しです。令和８年５月２５日から５年間の賃貸

借契約で賃貸借料は年額１，０００円です。議案第２号の説明は以上です。 

議案第２号についてご質問、ご意見はありませんか。ないようでしたら議案第２号

に賛成の方の挙手を求めます。賛成多数と認めます。よって議案第２号は許可するこ

とといたします。日程第４、議案第３号について事務局は説明をお願いします。 

議案第３号について説明いたします。２７ページをご覧ください。農地法第３条の

規定による許可申請です。譲受人は日並郷○○、○○さん、譲渡人は日並郷○○、○

○さん、農地は日並郷○○ほか１筆、地目は田と畑、地積合計は９３４㎡、市街化調

整区域内の第２種農地です。売買による所有権の移転で設定期間は永久です。申請理
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由は、譲渡人は規模縮小、譲受人は規模拡大です。農作業従事者は６名で従事日数は

合計で７００日、譲受後の経営面積は２，５１７㎡です。２８ページ以降は許可申請

書と添付書類です。３０ページをご覧ください。譲受人の作付予定作物は上段１－２

（１）のとおりです。今回取得する農地９３４㎡には、きくらげとアボカドを作付予

定としております。農作業従事者数は（３）をご覧ください。経営主である本人と世

帯員５名の６名です。詳細は３１ページ中段の４をご覧ください。本人と世帯員の６

人であわせて年間７００日農業に従事します。３２ページをご覧ください。上段「６

周辺地域との関係」は周辺農地と同様の栽培方法で行うため周辺農地への影響はあり

ません。下段「７地域との役割分担の状況」は農業の維持発展のため共同施設維持管

理や獣害被害対策に関し周辺農家と協力するとのことです。３３ページをご覧くださ

い。「農地法その他の農業に関する法令の遵守状況」ですが、関係法令の違反はあり

ません。３４、３５ページは位置図と現況写真です。農地は○○付近です。３６ペー

ジは売買契約書です。売買価格は５０万円です。議案第３号の説明は以上です。 

議案第３号についてご質問、ご意見はありませんか。私からひとつ。譲受人は、き

くらげは以前からされていたと思うが、経営面積はどのようになるのか。 

譲受人は、これまで１，５８３㎡できくらげを栽培されていましたが、今回の新た

な農地９３４㎡でも、きくらげと、それに加えてアボカドも栽培される予定です。 

ほかにありませんか。ないようでしたら議案第３号に賛成の方の挙手を求めます。

賛成多数と認めます。よって議案第３号は許可することといたします。日程第５、議

案第４号について事務局は説明をお願いします。 

議案第４号について説明いたします。３８ページをご覧ください。令和７年度最適

化活動の評価についてです。まず、「Ⅰ農業委員会の状況」ですが令和７年４月１日

時点の農業委員会の体制、農家、農地等の概要を記載しています。３９ページ以降は

「Ⅱ最適化活動の実施状況」です。まず、「１最適化活動の成果目標」の「（１）農地

の集積」ですが、➀は令和７年度当初の状況です。担い手への農地の集積率は３６．



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８％となっており、②の目標としましては令和７年度末に集積率３９．３％を目標と

していました。③が実績ですが、令和７年度末の集積率は３８．９％で目標に対する

達成状況は９９．０％でございました。こちらは、農地面積が減少したことと担い手

への集積面積が増加したことにより、集積率も増加しております。「農業委員会の点

検結果」としましては、「目標に対して期待どおりの結果が得られた」としておりま

す。次に「（２）遊休農地の発生防止・解消」ですが、➀は令和７年度当初の状況で

す。緑区分の遊休農地面積は９２haです。緑区分は草刈りなどで再生可能な遊休農

地、黄区分は基盤整備等で再生可能な農地で、本町では黄区分の遊休農地は０として

います。②は目標ですが、令和３年度の緑区分遊休農地面積の１／５で１５haです。

次に４０ページの③実績としましては④に記載していますが、緑区分の遊休農地が９

３haに増加していますので解消面積は０ha、目標の達成状況も０％でございました。

「農業委員会の点検結果」としましては「目標に対して期待を（やや）下回る結果と

なった」としています。次に「（３）新規参入の促進」ですが、➀の現状は令和７年

度の目標設定時の過去３年間の新規参入の実績と平均です。②の目標は過去３年間の

権利移動面積の平均の１割の０．３haとしていましたが、次に４１ページの③が実績

ですが０haとなっています。「農業委員会の点検結果」は「目標に対して期待を（や

や）下回る結果となった」としています。次に「２最適化活動の活動目標」ですが

「（２）活動強化月間の設定」の➀の目標を年２回としていましたが、②の実績も年

２回で目標どおり取り組みを行っています。次に４２ページ、「（３）新規参入相談会

への参加」について➀の目標を年１回としていましたが、②の実績としましては、新

規参入相談会への参加はありませんでした。「農業委員会の点検結果」は「目標に対

して期待を（やや）下回る結果となった」としています。最後に【推進委員等の点

検・評価結果】ですが、農地の集積以外は目標を下回る結果となっていますので、

「目標の達成状況の評語」につきましては、「目標に対して期待を（やや）下回る結

果となった」としております。次に４３ページ、「Ⅲ事務の実施状況」です。「１総
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会、部会の開催実績」ですが、令和７年度は毎月、年１２回総会を開催しておりま

す。「２農地法第３条に基づく許可事務」については処理件数１１件のうち許可が１

１件で、標準処理期間は１４日、処理期間の平均も１４日、総会開催日、申請書締切

日とも公表しています。「３農地転用に関する事務」は処理件数６件のうち許可相当

が６件で、標準処理期間、処理期間の平均ともに１４日でした。「４違反転用の対

応」は管内農地面積１８７ha、違反転用面積は０haとしております。解消実績は記載

していませんが、相談があった際、随時、解消方法などを検討し、違反転用の解消に

取り組んでいます。以上で議案第４号の説明を終わります。 

議案第４号についてご質問、ご意見はありませんか。ないようでしたら議案第４号

に賛成の方の挙手を求めます。賛成多数と認めます。よって議案第４号は原案どおり

決定することといたします。日程第６、報告事項が２件あります。事務局は説明をお

願いします。 

報告事項について説明いたします。まず、報告第１号ですが、４４ページをご覧く

ださい。農地法第５条の規定による届出、権利移動を伴う市街化区域内農地の転用で

す。譲受人は長崎市岡町○○、〇〇さん、譲渡人は長崎市金堀町〇〇、○○さん、農

地は浜田郷○○ほか２筆、地目は畑、地積合計は１，７９６㎡、市街化区域内の第３

種農地です。譲受人は住宅用地として利用すべく届出を行うものです。権利の種類は

所有権の移転、権利の期間は永久です。４５ページは届出書です。「３権利を設定移

転する契約内容」は売買による所有権の移転です。「４転用計画」は、工事着工は令

和８年５月頃、工事完了は着工後６カ月以内の予定です。施設の概要は、木造瓦葺２

階建居宅５棟で分譲予定です。「５被害防除施設の概要」は近傍に農地はないので、

被害防除の必要はないとのことです。４６～４８ページは仮換地指定通知です。４９

ページ以降は仮換地案内図、仮換地明細図です。農地は○○の西側付近です。５２ペ

ージは現況写真です。現在、空地の状態です。５３、５４ページは、土地利用計画平

面図です。○○に４棟、○○に１棟建設予定です。 
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次に報告第２号ですが、５７ページをご覧ください。非農地通知証明願です。願出

人は北九州市八幡西区萩原○○、○○さん、農地は野田郷○○、地目は畑、面積は３

５８㎡です。こちらは平成２８年１０月１３日付で非農地通知書を発出していました

が、紛失したため証明願が提出されております。申請書提出日、証明日は令和８年５

月１日です。５９ページは位置図です。該当農地は〇〇の南西側、○○の西側付近で

す。以上で報告事項の説明を終わります 

報告事項についてご質問、ご意見はありませんか。ないようでしたら、報告を終わ

ります。以上を持ちまして、本日の総会は閉会します。次回の総会は６月２６日

（金）午後４時３０分から第二庁舎２階会議室で開催します。 

 


